2019年11月防火防災委員会議事メモ
令和元年11月30日
開催日時：令和元年11月30日（土）　10時00分～12時00分
会　　場：バームハイツ西葛西　バームルーム
出 席 者：（以下、敬称略）
出席：109佐々木、116 蔵増、324小林、416小野、417 田村、1009 加藤、1001杉本、
115河本（書記）
欠席： 716 佐々木

議事内容
1． 連絡事項
(1) 防火管理者
9/25付で324小林氏に任命。防火防災委員会メンバーとして出席していただくこととなった。

2． 水害時の重要書類の移動
浸水時に、エレベーター機械室を、保管で利用できるかをご確認いただきたい。
　　⇒　中平管理人よりアドバイスを受けた。一時保管場所は南側内階段がよい。
エレベーター機械室は施錠をしており、通常は一般の人が入れない場所。
また、屋根のない階段を上がる必要があり、雨天時などは場所に行くまでが危険。
⇒　アドバイス通り、水害の可能性がある場合は、南側内階段の上階に一時保管場所としたい。

[bookmark: _GoBack]●意見
・南側内階段の上階は避難階段なので置くのは問題がある。
文書として残すことはできない。場所を特定はできないが上階とする。
・何を、どれだけ、だれが、いつ、持っていくか、
・書類は、電子化（PDF）したほうがよい。コピーを作って別の場所に保管する。
・非常持ち出し品：マニュアルの防災備品１～３。
重要な書類は何か　⇒　文書管理委員会の整理の結果を待つ。
・いつ：水害による避難勧告 

3． 防災マニュアル
・マンションから避難するかどうかの判定基準がある。
応急危険度判定のガイドを管理組合に寄付するので、利用していただきたい。（田村）
・緊急時の連絡先
・章立て、震災対策の中に入っている。
・「火災」はないか？非常ベルは誰が停めるか？　⇒　管理人、アウル２４
・非常ベルがなったときは、発報元の住民は、管理人もしくはアウルに伝える。
・水害対策を第二章にしたほうがいいのではないか。
・「大規模災害対応細則」と「防災マニュアル」の違いは？
　防災マニュアルの位置づけが明確になってない。
⇒　「本マニュアルは、防火防災管理細則および大規模災害対応細則に基づき、災害時のルールを定めております。」
　　⇒　修正後、メールで送付します。

4． 理事会依頼事項
1 重要書類の電子化を検討してください。

5． 今後の日程
12月21日（土）10時00分～12時　防火防災委員会　バームルーム
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